
人
間
ド
ッ
ク
・
J
A
ド
ッ
ク
の
健
診
費
用
を
助
成
し
ま
す

問
保
険
医
療
課（
☎
６
５

－

６
５
１
２
）

自
立
生
活
サ
ポ
ー
ト
窓
口
を

開
設
し
ま
し
た

問
社
会
福
祉
課（
☎
６
５

－

６
５
１
９
）

　

疾
病
の
早
期
発
見
お
よ
び
健
康
の
保
持
増

進
の
た
め
、
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る
人
に

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

︻
対　
　

象
︼

　

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

①
長
浜
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

② 

４
月
１
日
現
在
40
歳
以
上
で
、
受
診
日
時

点
で
75
歳
未
満
の
人

③ 

世
帯
に
国
民
健
康
保
険
料
、
市
税
等
に
滞

納
が
な
い
人

④ 

市
の
保
健
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
同
意
す

る
人

※ 

同
じ
年
に
国
保
特
定
健
診
や
０
次
健
診
と

重
複
し
て
受
診
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

︻
助
成
内
容
︼

○ 

人
間
ド
ッ
ク（
日
帰
り
・
１
泊
・
脳
ド
ッ
ク
）、

同
時
に
実
施
さ
れ
る
オ
プ
シ
ョ
ン
検
査

○ 

J
A
ド
ッ
ク（
レ
デ
ィ
ー
ス
ド
ッ
ク
健
診
、

メ
ン
ズ
ド
ッ
ク
健
診
、
J
A
ド
ッ
ク
健
診
）、

各
J
A
ド
ッ
ク
健
診
に
追
加
し
て
実
施
さ

れ
る
オ
プ
シ
ョ
ン
検
査

︻
助 

成 

額
︼

　

受
診
費
用
の
１
／
２（
１
０
０
円
未
満
切
捨

て
）上
限
２
万
円
、
宿
泊
を
伴
う
場
合
は
上
限

２
万
５
千
円

︻
対
象
受
診
機
関
︼

○
人
間
ド
ッ
ク

　

市
立
長
浜
病
院
、
長
浜
市
立
湖
北
病
院
、

長
浜
赤
十
字
病
院
、
彦
根
中
央
病
院
、
友

仁
山
崎
病
院
、
K
K
C
ウ
ェ
ル
ネ
ス
ひ
こ

ね
健
診
ク
リ
ニ
ッ
ク

○
J
A
ド
ッ
ク

　

 　

レ
ー
ク
伊
吹
農
協
、
北
び
わ
こ
農
協

︻
受
付
期
間
︼

　

４
月
２
日（
月
）〜
12
月
28
日（
金
）

※ 

予
算
の
都
合
上
、
締
切
日
よ
り
早
く
受
付

を
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

︻
手
続
方
法
︼

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を
持
っ
て
、

左
記
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

必
ず
受
診
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
受

診
後
の
助
成
申
請
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

※ 

受
診
日
が
未
定
の
場
合
で
も
、
今
年
度
中

に
受
診
を
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
受
け

付
け
ま
す
。

※
申
請
に
は
本
人
の
署
名
が
必
要
で
す
。

問
合
せ
・
申
込
先

　

保
険
医
療
課
〈
本
庁
舎
１
階
〉

　

☎
６
５

－

６
５
１
２

　

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

　

現
行
の
制
度
で
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
利

用
す
る
こ
と
が
難
し
い
人
や
、
介
護
・
子
育

て
・
し
ょ
う
が
い
・
就
労
な
ど
複
数
の
問
題

を
抱
え
て
い
る
人
の
自
立
生
活
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
し
た
。

　

経
済
的
な
理
由
で
生
活
に
悩
み
を
抱
え
て

い
る
人
や
複
数
の
問
題
が
あ
り
、
ど
こ
に
相

談
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
ず
お
困
り
の
人

は
、
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

自
立
生
活
サ
ポ
ー
ト
窓
口（
社
会
福
祉
課
内
）

〈
本
庁
舎
１
階
〉

☎
６
５

－

６
５
１
９

休館日・開館時間が変わります
４月１日から、一部の歴史文化施設の休館日・開館時間が変更になります。

高月観音の里歴史民俗資料館
休館日の変更
〈変更前〉月・火曜日、祝日の翌日、年末年始

　　　　　　　　　　↓

〈変更後〉火曜日、祝日の翌日、年末年始 
問高月観音の里歴史民俗資料館（☎８５－２２７３）

小谷城戦国歴史資料館
開館時間の変更
〈変更前〉９時30分～17時

　　　　　　　↓

〈変更後〉９時～17時
問小谷城戦国歴史資料館（☎７８－２３２０）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

問
保
険
医
療
課（
☎
６
５

－

６
５
２
７
）

国
民
健
康
保
険
制
度
が

変
わ
り
ま
す

問
保
険
医
療
課
☎
６
５

－

６
５
１
２
）

保
険
料
率
の
改
定

　

４
月
１
日
か
ら
、
保
険
料
率
を
次
の
表
の

と
お
り
改
定
し
ま
す
。
詳
し
い
内
容
や
保
険

料
額
に
つ
い
て
は
、
７
月
に
郵
送
で
被
保
険

者
の
皆
さ
ん
へ
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

広
域
連
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
保
険
料
額

の
試
算
が
で
き
ま
す
。

http://w
w
w
.shigakouiki.jp/index.htm

l

保
険
料
の
軽
減

　

世
帯
主
と
被
保
険
者
全
員
の
所
得
が
一
定

以
下
の
人
は
、
世
帯
の
所
得
水
準
に
合
わ
せ

て
均
等
割
額
が
、
９
割
・
8.5
割
・
５
割
・
２

割
の
い
ず
れ
か
の
割
合
で
軽
減
さ
れ
ま
す
。

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
人
は
、
均

等
割
が
軽
減
さ
れ
、
所
得
割
は
か
か
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
４
月
１
日
か
ら
次
の
通
り
変
更

と
な
り
ま
す
。

所
得
割
額

　

所
得
割
額
の
軽
減
は
な
く
な
り
ま
す
。

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
人
の

均
等
割
額

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
前
日

ま
で
被
用
者
保
険（
職
場
の
健
康
保
険
）の
加

入
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
人（
被
扶
養
者
）の

保
険
料
の
軽
減
割
合
が
、
７
割
か
ら
５
割
に

変
わ
り
ま
す
。

均
等
割
額
の
軽
減
対
象
と
な
る
人
の
所
得
範
囲
の
拡
大

　

均
等
割
額
が
５
割
ま
た
は
２
割
軽
減
さ
れ

る
対
象
と
な
る
人
の
所
得
の
範
囲
が
、
次
の

よ
う
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

５
割
軽
減
の
対
象
者

　

被
保
険
者
と
そ
の
世
帯
の
世
帯
主
の
総
所

得
金
額
等
が
、
次
の
計
算
式
を
超
え
な
い
人

「
基
礎
控
除
額（
33
万
円
）」
＋
「
27
．5
万
円

×
世
帯
の
被
保
険
者
数
」

（
改
正
前
：
基
礎
控
除
額
＋
27
万
円
×
世
帯

の
被
保
険
者
数
）

２
割
軽
減
の
対
象
者

　

被
保
険
者
と
そ
の
世
帯
の
世
帯
主
の
総
所

得
金
額
等
が
、
次
の
計
算
式
を
超
え
な
い
人

「
基
礎
控
除
額（
33
万
円
）」
＋
「
50
万
円
×

世
帯
の
被
保
険
者
数
」

（
改
正
前
：
基
礎
控
除
額
＋
49
万
円
×
世
帯

の
被
保
険
者
数
）

入
院
時
食
事
代
の
標
準
負
担
額
の
変
更

　

所
得
区
分
が
現
役
並
み
所
得
者
と
一
般
の

人
は
３
６
０
円
／
１
食
か
ら
４
６
０
円
／
１

食
に
変
わ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
療
養
病
床
に
入
院
し
た
場
合
の
居

住
費
の
標
準
負
担
額
は
、
入
院
医
療
の
必
要

性
の
高
い
状
態
が
継
続
す
る
人
も
含
め
て
、

一
律
３
７
０
円
／
１
日
に
な
り
ま
す
。

※ 

所
得
区
分
が
区
分
Ⅰ
、
区
分
Ⅱ（
住
民
税

非
課
税
世
帯
）の
人
、
指
定
難
病
患
者
の

人
に
つ
い
て
は
、
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

※ 

療
養
病
床
に
入
院
し
た
場
合
の
食
事
代
は

変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

区分　
保険料率

現行 改定後
被保険者
均等割額

45,242 円 43,727 円

所得割率 8.94% 8.26%
年間保険料
上限額

57万円 62万円

※�所得割額の計算方法･･･総所得金額等から
基礎控除の33万円を差し引いた金額×上
記の割合

　

４
月
か
ら
県
が
保
険
者
に
加
わ
り
、
市
町

と
一
緒
に
国
民
健
康
保
険
の
運
営
を
担
う
こ

と
で
、
制
度
の
安
定
化
を
め
ざ
し
ま
す
。

保
険
料
に
つ
い
て

　

県
か
ら
示
さ
れ
る
市
町
ご
と
の
標
準
保
険

料
率
を
参
考
に
市
町
で
決
定
し
ま
す
。
平
成

30
年
度
の
保
険
料
率
は
、
５
月
１
日
号
の
広

報
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

変
更
点

○ 

保
険
証
な
ど
の
様
式
が
一
部
変
わ
り
ま

す
。
な
お
、
現
在
お
使
い
の
限
度
額
認
定

証
や
高
齢
受
給
者
証
な
ど
は
、
記
載
さ
れ

て
い
る
有
効
期
限
ま
で
使
用
で
き
ま
す
。

○ 

４
月
か
ら
の
新
し
い
保
険
証
は
、
有
効
期

限
が
平
成
31
年
７
月
31
日
ま
で
延
長
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
平
成
31
年
８
月
か

ら
保
険
証
と
高
齢
受
給
者
証
を
一
体
化
す

る
た
め
の
措
置
で
す
。

○ 

県
内
転
居
で
あ
れ
ば
高
額
療
養
費
の
多
数

該
当
が
通
算
さ
れ
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。（
た
だ
し
、
世
帯
の
構
成
に
変
更
が

あ
っ
た
時
は
、
通
算
さ
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
）
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